
 令和 7 年度 第 4 回子ども・子育て支援会議【資料２】 

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の認可・確認（利用定員の設定）について 

 

１．認可・確認（利用定員の設定）について  

・子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47号）の制定に伴い、乳児等通園

支援事業、通称「こども誰でも通園制度」が創設された。 

・児童福祉法において、乳児等通園支援事業は市の認可事業とされ、国、都道府県及び市町村以外の者

が乳児等通園支援事業を行う場合は、市の認可を受ける必要がある。 

・子ども・子育て支援法において「乳児等のための支援給付」が規定（令和８年４月施行）され、給付

を受けるためには、認可とは別に、給付の対象事業者として適当な者であることの確認を受ける必要

がある。 

・審査基準に適合した事業者について、認可及び確認（利用定員の設定）を行う。 

【主な審査内容】設備、職員配置・勤務体制、経済的基礎、法人役員・幹部職員の社会的信望・知識

経験、欠格事由、利用定員、運営上の重要事項（利用者負担、非常災害対策、安全

管理・事故防止等）等 

 

 認可 確認（利用定員の設定） 

根拠 
児童福祉法 

（乳児等通園支援事業） 

子ども・子育て支援法 

（乳児等のための支援給付） 

審査

基準 

・児童福祉法 第３４条の１５第３項 

・日野市乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例、施行規則 

・日野市特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準を定める条例、施行規則 

 

２．認可・確認（利用定員の設定）を行う事業所について 

① 施設類型別（令和８年５月時点）※１２施設のうち私立幼稚園２園：令和８年５月より事業開始 

施設類型 施設数 
実施区分 歳児別の受入施設数 

一般型 余裕活用型 ０歳児 １歳児 ２歳児 

(私立)保育所 ６ ５ １ ５ ３ ２ 

(私立)認定こども園 ２ ２ ０ ０ １ ２ 

(私立)幼稚園 ４ ４  ０ ０ ４ 

合計 １２ １１ １ ５ ４ ８ 

  

② 必要整備量の確保状況 

 
必要整備量 

（受入時間数/月） 

確保量 

令和８年５月時点 
達成度 

０歳児 ３４４ ３１０ ９０．１％ 

１歳児 ５５７．６ ５００ ８９．７％ 

２歳児 ２，２７０．４ １，９４８ ８５．８％ 

 


